
120 日本郵政グループ

（１）法令等の遵守
　当グループは、個人情報を取り扱う際に、個人情報保護
に関係する諸法令、国が定める指針および本プライバシー
ポリシーで定めた事項（以下「法令等」といいます。）を遵守い
たします。

（２）個人情報の利用目的
　当グループは、個人情報について、その利用目的を特定し、
利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いはいたしませ
ん。
　当グループ各社の個人情報の利用目的は、各社のWebサ
イト等に掲示する各社プライバシーポリシーにて公表いた
します。

（３）個人情報の取得
　当グループは、適法かつ適正な手段により個人情報を取
得いたします。

（４）個人情報の安全管理措置
　当グループは、取り扱う個人情報の漏えい、滅失または
き損等を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。
また、従業者や委託先等について適切に監督いたします。

（５）個人情報の第三者への提供
　当グループは、法令で定める場合を除き、あらかじめご
本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者へ提供する
ことはいたしません。
　また、当グループは、お客さまの個人情報を共同利用さ
せていただく場合には、法令で定める必要事項をあらかじ
めご通知、または公表させていただいたうえで実施いたし
ます。
　なお、特定個人情報については、上記にかかわらず、法
令で定める場合を除き、第三者への提供および共同利用を
行いません。

　日本郵政グループ（以下「当グループ」といいます。）は、お客さまに対して満足度の高いサービスを提供していく上で個人情報の
適切な保護と取扱いが重要なテーマであると認識し、個人情報保護に関する基本方針（以下「プライバシーポリシー」といい、以下
で定めるプライバシーポリシーを「本プライバシーポリシー」といいます。）を定め、これを実行いたします。

（６）開示請求等の手続
　当グループは、法令等で定める保有個人データに関する
利用目的の通知、開示、訂正または利用停止等のご請求が
あった場合には、誠実な対応に努めます。
　なお、当グループ各社の手続きについては、各社のWeb
サイト等に掲示いたします。

（７）お問い合わせ窓口
　当グループは、前項のお客さまの保有個人データに関す
るご請求ならびにその他の個人情報の取扱いに関するご意
見、ご要望およびお問い合わせなどについて専用窓口にて
承ります。

（８）継続的改善
　当グループは、情報技術の発展や社会的要請の変化など
を踏まえて、個人情報保護のための管理体制および取組に
ついて継続的に見直し、その改善に努めます。

日本郵政グループ・プライバシーポリシー7
❶　日本郵政グループ・プライバシーポリシー
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　日本郵政グループは、平成19年10月の民営化により発足し
た、日本郵政（株）を持株会社として日本郵便（株）、（株）ゆう
ちょ銀行および（株）かんぽ生命保険ならびにその他の子会社
および関連会社（以上を併せて、以下「グループ各社」といいま
す。）により構成される企業グループです。
　グループ各社がそれぞれの専門性を生かして質の高いサー
ビスをご提供させていただくことにより、お客さまに、より
一層ご満足を頂けますよう、努力してまいりたいと考えてお
ります。
　そのため、日本郵政グループでは、グループ各社が直接ま
たは委託により行っている業務の遂行にあたって、下記の範
囲内で必要な場合に限り、お客さまの個人データを共同利用
させていただきたいと存じます。
　なお、共同利用させていただくにあたっては、厳格な情報
管理につとめてまいりますので、何卒ご理解いただきますよ
うお願い申し上げます。

（１）共同利用する個人データの項目
　お名前、生年月日、ご住所、電話番号等のご連絡先、ご家族、
ご職業および個々のお取引に関する情報。ただし、郵便物お
よびその配達に関する情報ならびにセンシティブ情報を除く。

（２）共同利用者の範囲
　日本郵政グループ各社。ただし、法令等に基づく日本郵政
（株）の連結決算及び持分法適用の対象会社で、下記の会社に
限ります。
　･日本郵政（株）、日本郵便（株）、（株）ゆうちょ銀行、（株）
かんぽ生命保険

（３）利用目的
　①･各種サービスに関するご案内、研究および開発のため
　②･各種サービスのご提供に際しての判断のため
　③･各種リスクの把握および管理など、グループとしての経
営管理業務の適切な遂行のため

（４）個人データの管理について、責任を有する者の名称
　日本郵政（株）

（５）その他
　①･簡易保険の旧契約個人情報を利用して保険募集を行う際に
は、事前にお客さまのご意向を確認させていただきます。

　②･貯金のお取引に関する情報（非公開金融情報）を保険の勧
誘に利用する場合、生命保険契約（簡易保険を含む）のお
取引に関する情報（非公開保険情報）を貯金の勧誘に利用
する場合などは、お客さまから事前に同意を取らせてい
ただきます。

❷　日本郵政グループにおけるお客さまの個人データの共同利用について
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　日本郵政グループ（以下「当グループ」といいます。）は、利益
相反のおそれのある取引によりお客さまの利益が不当に害さ
れることのないよう、法令及び社内規程等に基づき適正に業
務を遂行いたします。

１　･当グループにおける利益相反の管理対象となる会社の代
表例は、以下のとおりです（以下これらの会社を総称して
「グループ会社」といいます。）。

・　（株）ゆうちょ銀行
・　（株）かんぽ生命保険
・　日本郵便（株）

２　･当グループは、以下に定める取引を対象に利益相反の管
理を行います。

（1）･次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害さ
れるおそれのある取引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さま
と行う取引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さま
と対立又は競合する相手と行う取引

・　･グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さま
から得た情報を不当に利用して行う取引

（2）･上記のほか利益相反によりお客さまの利益が不当に害
されるおそれのある取引

３　･当グループは、利益相反の管理対象取引について、次に
掲げる方法その他の方法を選択又は組み合わせることに
より管理します。

（1）･対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を
分離する方法

（2）･対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更
する方法

（3）対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
（4）･対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるお

それがあることについて、お客さまに適切に開示する
方法

４　･当グループは、営業部門から独立した利益相反管理統括
部署を設置して、対象取引の特定及び利益相反の管理を
適切に行います。また、当グループは、利益相反の管理
について定められた法令及び社内規程等を遵守するため、
役員及び職員に教育・研修等を行います。

５　･当グループは、利益相反の管理態勢について継続的に見
直し、その改善に努めます。

　日本郵政グループの日本郵政（株）、日本郵便（株）、（株）ゆう
ちょ銀行、（株）かんぽ生命保険が提供する各種サービスは、多
くのお客さまにご利用していただいております。わたしたちが
お取り扱いさせていただいているお客さまに関する情報は、厳
重な管理・対応が要求され、また、ご利用していただくサービ
スは、安全なものでなければならないものと考えています。

　お客さまに安心してサービスをご利用していただくために、
わたしたちは、情報セキュリティの重要性を認識し、情報セキュ
リティに配慮した行動に努めます。このためには、不正な侵入
による情報の流出、紛失、事故・災害によるサービスの中断な
どからお客さまの大切な情報を守り、安全に管理するために、
以下の事項に取り組んでまいります。

１ ･わたしたちは、情報セキュリティを推進していくために、グループ各社が情報セキュリティ
規程を定め、それを遵守してまいります。

２ ･わたしたちは、継続的な情報セキュリティ教育により、常に情報セキュリティに関する重要
性を認識し、意識向上に努めます。

３ ･わたしたちは、情報セキュリティを維持向上させるために、継続的に点検を実施して、見直し、
改善を続けます。

日本郵政グループにおける利益相反管理方針

日本郵政グループ　情報セキュリティ宣言
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（基本方針）
日本郵政グループ行動憲章においては、透明性の高い業務
運営と公正な開示を通じて、企業としての説明責任を果たし、
信頼を確保することを定めています。当社は、持続的な成長
と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主、投資家等
の皆さまに対して、正確かつ公平に、情報を開示するとともに、
建設的な対話に努め、対話を通じていただいたご要望等を経
営陣が共有します。

（情報開示の基準）
当社は、金融商品取引法その他の関係法令及び東京証券取
引所が定める有価証券上場規程等を遵守し、当社グループに
係る重要情報等を適切に管理し、開示を迅速に行います。
また、これら法令及び規則等による情報開示にとどまらず、
当社グループに対する理解を深めていただくことに資すると
考えられる情報を投資家説明会等を通じて自発的に開示する
よう努めます。

（社内体制の整備）
当社は、IR活動に関する社内体制の整備等を統括する執行
役として経営企画部門担当執行役を指定の上、各部門が有機
的に連携し、適切な情報開示を行うことが可能となるよう社
内体制の整備・充実に努めます。また、情報開示委員会を設
置し、情報開示に関する審議等を行います。

（情報開示の方法）
当社は、金融商品取引法その他の関係法令及び東京証券取

引所が定める有価証券上場規程等に基づく開示については、
金融庁が運営する「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等
の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」、東京証券
取引所が運営する「適時開示情報伝達システム（TDnet）」、当
社Webサイト等定められた手段を通じて行います。
前記の方法により開示した情報以外の情報の開示について

は、当社Webサイトに掲載すること等により行います。

（将来の見通しについて）
当社が開示する情報の中には、将来の見通しに関する事項

が含まれていることがあります。この事項については、開示
の時点において当社が入手している情報による経営陣の判断
に基づくほか、将来の予想を行うために一定の前提を用いて
おり、様々なリスクや不確定性・不確実性を含んでおります。
したがって、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営
や経済情勢等の変化により、開示情報に含まれる将来の見通
しと異なる可能性があります。

ディスクロージャーポリシー

日本郵政グループは、反社会的勢力との関係を遮断し被害を防止するため、内部統制システムの構築に係る基本方針に則
り、以下のことを宣言します。

１ 組織としての対応
･ ･当グループは、その社会的責任を強く認識するとともに、
コンプライアンス経営を徹底するため、組織全体とし
て反社会的勢力との関係を遮断するための体制を整備
する。

２ 取引を含めた一切の関係遮断
･ ･当グループは、反社会的勢力とは、取引関係を含めて一
切の関係を持たない。

３ 有事における民事と刑事の法的対応、裏取引の禁止
･ ･当グループは、反社会的勢力による不当要求を断固とし

て拒絶し、民事、刑事の両面から法的対応を行う。不
当要求が当グループの不祥事を理由とする場合であっ
ても、裏取引を絶対に行わない。

４ 外部専門機関との連携
･ ･当グループは、反社会的勢力による不当要求に備えて、
平素から外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、不当
要求に対応する社員の安全を確保する。

５ 資金提供の禁止
･ ･当グループは、反社会的勢力への資金提供を絶対に行わ
ない。

反社会的勢力との関係遮断に関する経営トップの宣言10
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